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知っておきたい！

　新年度がスタートしました。新入社員の方や異動あるいは転職され

た方は、新天地での生活に期待を持って過ごされていることと思いま

す。４月は桜が咲き、暖かい陽気に気持ちが明るくなる一方で、新し

い環境で不安や緊張を抱えて過ごす方も多いのではないでしょうか。

　厚生労働省が運営する働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

「こころの耳」では、新入社員にとって環境の変化は大きなストレ

スを感じやすいタイミングであるとして、自分自身の健康を守るセル

フケアの必要性を訴えています。

　ポータルサイトでは、こころを元気にするためにという趣旨で、入

浴や食事、睡眠などの生活習慣を整えて体を元気にするセルフケアの

基礎知識を動画配信するとともに、自分のこころや体の変化を知る

セルフチェックツールの活用や簡単なリラクセーションによるセルフケ

アの方法を提案しています。また、新入社員によくあるストレス要因

や対策を紹介。話を聞いてもらえる相談窓口の情報も掲載しています。

　ストレスと上手に付き合う方法を身に付けることは、長く生き生き

と働き続けるために必要です。自分に合ったセルフケアの方法を知

り、日頃から心身の状態を整えていきましょう。

　地域や診療科によって従事する医師の数に偏りがあることを「医師の
偏在」といいます。都市部と地方・離島の医療需要の違いや労働環境が
厳しい救急医療、産婦人科や小児科での医師不足などが要因とされます
が、自由開業医制との兼ね合いから長年の課題とされています。
　こうした中、医師の偏在対策の一環として、都道府県が外来医療を提
供する医師の多い区域を指定し、診療所の開業規制を行う取り組みが
本年４月１日から施行されました。指定区域内で新規に開業する場合に
は、開設６カ月前までに都道府県知事へ届出書を提出することになりま
すが、この際、地域で不足する外来医療（救急医療、在宅医療など都
道府県が公表）の提供の有無を回答しなければなりません。
　なお、こうした医療を提供する意向を示さない場合は、保険者も関わ
る「外来医療の協議の場」においてその理由などの説明を求めることと
されており、正当な理由がないと判断された場合は地域で不足する医療

や医師不足地域での医療の提供が要請されます。それでも要請に従わ
ないときは、保険医療機関の指定期間が６年から３年以内に短縮される
とともに診療報酬上のペナルティーなども科されることになります。こ
のほか、４月１日以降、保険医療機関の管理者（院長）になるための要
件が厳格化されることとなりました。
　このような取り組みが、「総合的な医師偏在対策」として先の通常国
会で成立し、医療法に位置付けられました。この中には、重点的に医師
を確保すべき区域を定め、保険者の拠出で当該区域の医師の手当を支
援する取り組みも含まれており、今後、具体化されていく予定です。
　将来にわたり国民皆保険制度を堅持しフリーアクセスを保障するため
には、地域間、診療科間、病院・診療所間の医師の偏在を是正する必
要があります。過不足のない医療提供体制の構築に向け、医師の配置転
換を通じ医療全体の最適化を図る取り組みも重要となります。

医師の配置転換を通じて医療の最適化を
外来の開業規制が４月１日施行
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厚生労働省「こころの耳」：「新入社員の方のための
セルフケア基礎知識」はこちら


